
様式１

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間 

処 分 の 名 称 認可地縁団体が所有する不動産に係る公告 

根拠条例･規則等名 地方自治法 

条 項 第２６０条の３８ 

所 管 部 課 区役所 区民生活部 コミュニティ課 

審

査

基

準

基 準 

（未設定の場

合 は そ の 理

由） 

 所有不動産の登記移転等に係る公告申請書に以下の書

類を添えて提出すること。 

 (1) 所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動

産の登記事項証明書 

 (2) 保有資産目録又は保有予定資産目録等 

(3) 申請者が代表者であることを証する書類 

(4) 地方自治法第２６０条の３８第１項各号に掲げる

事項を疎明するに足りる資料 

設定等年月日 平成２７年４月１日設定 平成  年 月 日最終改正

標

準

処

理

期

間

期 間 

（未設定の場

合 は そ の 理

由） 

７日間 

設定等年月日 平成２７年４月１日設定 平成  年 月 日最終改正

備 考  


